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退院患者調査の見直しについて（その１） 

 

Ⅰ.概要 

平成 27 年５月 27 日の中医協基本問題小委員会において、DPC 評価分科会にお

いて平成 27 年度特別調査（ヒアリング）を実施し、現状を把握することが了承

された。 

ヒアリングを実施したところ、「治癒・軽快」「予期せぬ再入院」に関して以

下の事実が明らかになった。 

○ 「治癒・軽快」「予期せぬ再入院」の定義が医療機関の中で徹底

されていなかった。 

○ 「治癒・軽快」「予期せぬ再入院」の定義は医師の感覚と一致し

ない事が多く、入力ミスに繋がっていた。 

  

また、現状の「治癒・軽快」「予期せぬ再入院」を用いた場合には、正確に DPC

制度の導入による影響の評価をできない可能性が示唆された。 

  

 今般、DPC 評価分科会において退院患者調査における、「退院時転帰」「再入院

種別」の定義の見直しの検討結果を取りまとめる。 

 

Ⅱ.検討結果 

 

（１） 「退院時転帰」について 

【現状】（調査実施説明資料より抜粋） 

 調査区分は以下の通り 

区分 

最も医療資源を投入した傷病が治癒したと判断される場合 

最も医療資源を投入した傷病が軽快したと判断される場合 

最も医療資源を投入した傷病（白血病、潰瘍性大腸炎、クローン病等）

が寛解したと判断される場合 

最も医療資源を投入した傷病が不変と判断される場合 

最も医療資源を投入した傷病が増悪したと判断される場合 

最も医療資源を投入した傷病による死亡 

最も医療資源を投入した傷病以外による死亡 

その他（検査入院含む） 
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   またそれぞれの定義は以下の通り 

転帰 定 義 

治癒 
退院時に、退院後に外来通院治療の必要が全くない、または、

それに準ずると判断されたもの。  

軽快 

疾患に対して治療行為を行い改善がみられたもの。原則として、

その退院時点では外来等において継続的な治療を必要とするも

のであるが、必ずしもその後の外来通院の有無については問わ

ない。  

寛解 
血液疾患などで、根治療法を試みたが、再発のおそれがあり、

あくまで一時的な改善をみたもの。  

不変 

当該疾患に対して改善を目的として治療行為を施したが、それ

以上の改善が見られず不変と判断されたもの。ただし、検査の

みを目的とした場合の転帰としては適用しない。  

増悪 
当該疾患に対して改善を目的として治療行為を施したが、改善

が見られず悪化という転帰を辿ったもの。  

 

【新定義（案）】 

 A 案：「治癒」と「軽快」を合わせて「改善」と定義する。 

転帰 定 義 

改善 疾患に対して治療行為を行い改善がみられたもの。  

寛解 
血液疾患などで、根治療法を試みたが、再発のおそれがあり、

あくまで一時的な改善をみたもの。  

不変 

当該疾患に対して改善を目的として治療行為を施したが、それ

以上の改善が見られず不変と判断されたもの。ただし、検査の

みを目的とした場合の転帰としては適用しない。  

増悪 
当該疾患に対して改善を目的として治療行為を施したが、改善

が見られず悪化という転帰を辿ったもの。  

 メリット： 明快で理解しやすく、定義を勘違いすることが少ない。 

 デメリット： 過去のデータの「治癒」「軽快」との比較は不可能になる。 

 

B 案：「軽快」を「おおむね治癒」と「軽快」に分ける。 

転帰 定 義 

治癒 退院時に、退院後に外来通院治療の必要が全くないもの。 

おおむ

ね治癒 

疾患に対して治療行為を行い改善がみられたが、退院後に、入

院時に医療資源を最も投入した傷病名に関連して数回のフォロ

ーアップの外来通院を必要とするもの。 
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軽快 
疾患に対して治療行為を行い改善がみられたが、その退院時点

では外来等において継続的な治療を必要とするもの。  

寛解 
血液疾患などで、根治療法を試みたが、再発のおそれがあり、

あくまで一時的な改善をみたもの。  

不変 

当該疾患に対して改善を目的として治療行為を施したが、それ

以上の改善が見られず不変と判断されたもの。ただし、検査の

みを目的とした場合の転帰としては適用しない。  

増悪 
当該疾患に対して改善を目的として治療行為を施したが、改善

が見られず悪化という転帰を辿ったもの。  

メリット： より詳細な定義でデータの収集が可能となる。 

デメリット： 医療関係者に周知したとしても、調査項目が複雑化する事

により、データの正確性が落ちる可能性がある。 

 例えば、一時的に悪化して入院が必要となった疾患であり、

原疾患そのものは治癒することがない場合に、「軽快」とな

るため、診療科による治癒率の差が出現する。 

 

 【結論】 

 

DPC 評価分科会において挙がった意見・結論を反映 
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（２） 「再入院調査」について 

【現状】（調査実施説明資料より抜粋） 

前回退院年月日より 6週間以内の再入院である場合に以下を入力 

（1）再入院種別（1.計画的再入院、2.予期された再入院、3.予期せぬ再入

院） 

（2）理由の種別（下記） 

 

1.計画的再入院 2.予期された再入院 3.予期せぬ再入院 
前回入院で術前検査等
を行い、今回入院で手術
を行うため 

予期された原疾患の悪
化、再発のため 

予期せぬ原疾患の悪化、
再発のため 

前回入院以前に手術を
行い、今回入院で計画的
に術後の手術･処置･検
査を行うため 

予期された原疾患の合
併症発症のため 

予期せぬ原疾患の合併
症発症のため 

計画的な化学療法のた
め 

予期された併存症の悪
化のため 

予期せぬ併存症の悪化
のため 

計画的な放射線療法の
ため 

患者のQOL向上のため
一時帰宅したため 

新たな他疾患発症のた
め 

前回入院時、予定された
手術･検査等が実施でき
なかったため 

その他 その他 

その他 入力不可 入力不可 
 

【新定義（案）】 

「再入院調査」の定義を以下の通り改めることとしてはどうか。 

 

前回の一般病棟グループ（※）からの退院年月日より 4週間以内の一般病

棟グループへの再入院である場合に以下を入力 

（1）再入院種別（1.計画的再入院、2.計画外の再入院） 

（2）理由の種別（下記） 

（※）一般病棟グループとは、以下の入院基本料等を届出ている病棟 

（いわゆる DPC 対象病棟） 

・一般病棟入院基本料 

・特定機能病院入院基本料（一般） 

・専門病院入院基本料 

・救命救急入院料 
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・特定集中治療室管理料 

・ハイケアユニット入院医療管理料 

・脳卒中ケアユニット入院医療管理料 

・小児特定集中治療室管理料 

・新生児特定集中治療室管理料 

・総合周産期特定集中治療室管理料 

・新生児治療回復室入院医療管理料 

・一類感染症患者入院医療管理料 

・小児入院医療管理料 

 

１．計画的再入院 ２．計画外の再入院 

前回入院で術前検査等を行い、今回
入院で手術を行うため 原疾患の悪化、再発のため 

前回入院以前に手術を行い、今回入
院で計画的に術後の手術・処置・検
査を行うため 

原疾患の合併症発症のため 

計画的な化学療法のため 前回入院時の入院時併発症の悪化
のため 

計画的な放射線療法のため 前回入院時の入院後発症疾患の悪
化のため 

前回入院時、予定された手術・検査
等が実施できなかったため 

前回入院時の手術・処置や治療の合
併症が退院後に発症したため 

患者の QOL 向上のため一時帰宅し
たため 新たな他疾患発症のため 

その他 その他 

 

再入院調査の範囲を４週間以内の一般病棟グループへの再入院としては

どうか。 

また、DPC 導入の影響評価（いわゆる退院患者調査）におけるモニタリング

項目として、「計画的再入院」、「計画外の再入院」を報告項目としてはどう

か。 

さらに、重点的モニタリング項目として「計画外の再入院」のうち、「原疾

患の悪化、再発のため」「原疾患の合併症発症のため」の集計結果を報告す

ることとしてはどうか。 
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【結論】 

 

DPC 評価分科会において挙がった意見・結論を反映 

 

 

 


